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平成２６年度工事監査結果について（報告） 
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１ 監査の種類 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく工事監査 
 

２ 監査の対象 

 （1）対 象 工 事  富里市役所本庁舎耐震補強工事 

（2）監査対象部課  富里市財政課 

 

３ 監査の期間 

平成２６年９月１９日 ～ 平成２６年１２月２４日 

   （現地調査日 平成２６年１１月１１日） 

 

４ 監査の範囲 

対象工事に係る契約事務，計画，設計，積算，施工及び工事監理・検査等につ

いて監査を実施した。 
 

５ 監査の方法 

本工事監査は，技術的事項に主眼を置くことを目的とするため，特定非営利

活動法人 建設技術監査センターに委託のうえ，専門技術士による技術調査と

いう方法により実施したものである。 

調査実施手続として，技術士が関係書類の調査を行ったのち，現地に赴いて

更に調査を実施した。 

現地調査においては，契約関係書類，設計図書等の工事関係書類との確認及

び工事現場の実地調査を行い，関係職員等からも説明を聴取した。 

 

６ 監査の結果 

監査の結果，対象工事に係る契約事務，計画，設計，積算及び施工管理等に

ついては，おおむね良好に執行されているものと認められた。 

専門技術士による工事技術調査報告書の「調査の総合評価」にあるとおり，

良好に実施されていると評価している。しかしながら，「提言事項」には「設

計変更に伴う施工計画書」及び「現場書類の整備」について適切な対応を講じ

るよう求めているので整備されたい。 

また，安全管理等は行き届いているので，引き続き実施されたい。 



平成２６年１２月１９日 

富里市監査委員 様 
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はじめに 

本報告書は平成 26年 11月 11日に行われた工事監査に係る技術調査業務の

結果について取りまとめたものである。 

本工事の概要と調査実施概要について述べた後、調査結果と所見を述べる。 

調査は建築、土木を専門とする２人の技術士が専門技術者の立場と市民の目

線を重視して実施した。 
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Ⅰ 工事監査技術調査業務の概要 

１．対象工事名称  

富里市役所本庁舎耐震補強工事 

     

２．調査実施日  

平成26年11月11日（火） 

 

３．調査場所  

富里市役所分庁舎２階大会議室及び当該工事現場  

 

             

４．業務実施技術士 

    特定非営利活動法人 建設技術監査センター 

             主調査員  佐伯 勲 

              技術士（建設、総合技術監理）、一級建築士 

              公共工事品質確保技術者 

             調査員   中島 清  

              技術士（情報工学、総合技術監理） 

ＩＴコーディネータ 

              情報セキュリティマネージメントシステム審査員補 

 

５．出席者・説明者 

 （１）監査委員  代表監査委員  川名部 正一 

            監査委員    江原 利勝 

                     

 （２）総務部財政課     参事 兼 課長   小坂 陽一 

                 主  査   山﨑 秀幸 

                 副 主 査   渡邉 昌美 

 

 （３）設計・監理者 株式会社 千町村建築研究所  

取締役 主任技術者  柴田 孝行 

                 取 締 役     鹿間 義弘 

                 

（４）施工業者   株式会社 淺沼組        

                 統括所長    西島 庸裕 

                 現場代理人   三木谷 亨 
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（５）監査委員事務局      事務局長  中嶋 保雄 

主査  石川 栄司 

                   主査補  岩瀬 倫明 

 

６．工事概要 

・ 工事名称 富里市役所本庁舎耐震補強工事 

・ 工事場所 富里市役所 

・ 設計・監理業者 株式会社 千町村建築研究所 

・ 施工業者 株式会社 淺沼組千葉営業所 

・ 工事金額 221,748,840円（税込） 

・ 工  期 平成 26年 7月 9日～平成 27年 3月 31日 

・ 工事内容 鉄筋コンクリート造 地上４階 

      ・建築面積 1,920.00㎡ 延床面積 4,188.00㎡ 

      ・建築工事 耐震補強一式  解体撤去復旧工事 一式 

      ・電気設備工事 一式 

      ・機械設備工事 一式 
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Ⅱ．工事監査技術調査業務の実施要領 

技術調査は、富里市監査委員の立会いの下、調査員（技術士）と工事関係

者（発注者、設計者、工事監理者、施工業者）との質疑応答及び工事現場の

施工状況の確認により行った。調査内容は下記の２項目である。 

○工事関係者との面談、工事関係書類及び工事施工状況の確認。 

○計画、設計、積算、施工、検査等が適正、かつ効率的に行われているか

否か、及び工事の監理状況の確認。 

 

１．調査基本方針 

（１）富里市の工事監査技術調査業務委託の「仕様書」及び弊センターの「工

事監査技術調査業務実施要領」に基づき、技術面における調査を行い、

設計・施工などに関する調査結果及び意見具申についての報告を行う。 

（２）調査に際して、工事関係者との面談や工事関係書類及び工事施工状況

を確認し、工事における計画、設計、積算、施工、検査等が適切である

か否かを調査する。また、最近、社会的問題になっている防災・安全・

環境保全についても調査を行う。 

（３）事前に示された資料を基に調査員（技術士）が質問書を作成し、工事

関係者からの回答を確認しながら工事監査技術調査を進める。 

 

 ２．調査内容 

工事監査技術調査の観点は、仕様書に示されているが、具体的内容は

以下のとおりである。 

（１）計   画：基本計画、工事概要、計画留意事項、工期の設定、関 

            係者・地元との説明・協議 

（２）設   計：適用する設計基準の書類名、設計図書、耐震診断補強 

構造計算、地質調査報告、設計変更等 

（３）積   算：適用積算基準の書類名、工事の積算・見積、ＶＥ提案 

（４）契   約：契約の経緯、手続 

（５）施工･監理：諸官庁への届出、施工計画、作業手順、施工体制台帳、 

施工図、下請通知、安全衛生管理体制書類、関連工事 

との連絡調整、工事監理記録、記録写真、日報等 

（６）検査･試験：材料・試験検査等の記録等 

（７）維持管理 ：施設、管理方法 

（８）環境保全 ：設計・施工時の環境保全対策（騒音・振動、廃棄物処 

理、有害物質等） 
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 ３．主な調査資料名 

 （１）工事概要書 

 （２）設計説明資料 

 （３）設計図書一式（設計図、特記仕様書） 

（４）耐震判定報告書、耐震補強工法検討書 

（５）地質調査報告書 

（６）契約関係書類 

（７）積算関係書類 

（８）工事工程表 

（９）施工計画書（総合施工、仮設、各工程） 

（10）施工体制台帳（施工体系図） 

（11）定例打合せ会議記録 

（12）安全管理書類（統括安全衛生管理組織表、安全管理計画書、安全協議 

会記録、安全巡回点検表等） 

（13）品質管理簿 

（14）試験･検査記録 

（15）産業廃棄物関係書類 

（16）月報、日報、工事記録写真等 

 

４．技術調査進行状況 

場 所：富里市役所分庁舎２階大会議室及び当該工事現場 

日 時：平成26年11月11日（火） 

 午前10時00分～正午     出席者紹介、工事概要説明、書類調査 

午後１時00分～午後２時00分 書類調査 

 午後２時00分～午後３時30分 現場備付書類等調査、現場調査 

午後３時30分～午後４時45分 所見調整・講評 
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Ⅲ．工事監査技術調査業務の実施結果 

 

１．計画 

 （１）事業の目的 

    現本庁舎は、昭和 49年に建設されたもので、旧耐震基準で設計されて

いた。耐震診断の結果、構造耐震判定指標値（Ｉs値）の最小値は、0.59

と判明し、0.60 未満は、大規模地震の際、倒壊し崩壊する危険性がある

ことから市庁舎という建物の機能から問題になった。 

    平成 19年度に富里市耐震改修促進計画が策定されたが、市本庁舎につ

いては優先事業を先行したことから実施が後回しにされた。これは、耐

震改修については、幼稚園、小中学校を優先するという政策によるもの

であったが、現在、幼稚園、小中学校の改修は終了した。 

    これにより、大規模地震の震動、衝撃にでも耐えられる市本庁舎の耐

震改修が求められた。 

 

 （２）事業の経緯 

    平成 24年度に策定された富里市総合計画第二次実施計画の政策的事業

に耐震補強事業が位置づけられ、平成 25年度の当初予算において、市本

庁舎の耐震判定と設計業務が認められた。これにより、耐震診断業務（建

物の劣化程度や不同沈下、コンクリートの材質調査など）を委託し、耐

震判定報告書を得た。（平成 25年 12月 18日） 

以上から、耐震改修の工事を平成 26年度に計上し、５月に入札を実施

したが、不調になった。その後、設計を見直し２回目の入札を６月に実

施し、２社が応札した結果、株式会社淺沼組が落札した。その後、７月

の臨時議会の議決により契約を締結した。 

 

（３）関係機関、市関係者との協議 

    耐震補強設計の前に、検討委員会を設置し市職員などに工事内容や工

事工程などについて説明をした。その際、補強後の各課の使い勝手、“居

ながら施工”の留意及び市民との対面サービス及び相互連携が必要な福

祉部門関係３課については施工中においても別棟への仮移転・分離は不

可との条件が出された。 

 

 （４）防災拠点の位置付け 

本年度に建設を予定されている新保健センターに避難所及び対策本部

を設置することを計画している。その他の災害復旧等の作業は、現本庁
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舎で行うとの説明を受けた。 

 

 （５）事前調査 

    耐震診断については、前述のとおりである。 

    地質調査は、今回実施しておらず、現本庁舎を建設する際に実施した

地質調査報告書の結果を使用している。 

 

 ２．設計 

 （１）設計全般 

  １）設計基準、資料等の整備状況及びその運用 

  ① 設計基準等 

適用の設計基準等は以下のとおりであり、適正に運用されていた。 

     ・建築基礎構造設計指針   

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 

                以上は(社)日本建築学会 

・「2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・ 

同解説」 

・「2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針 

同解説」 

・「2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・ 

改修設計指針適用の手引」 

以上は(財)日本建築防災協会 

    ② 設計図書の整備状況 

      特記仕様書及び設計図とも工種ごとに整備され、その正確性や理解

度に問題はなかった。   

③ 必要工種の計上 

     各種工種にわたり、洩れなく計上されていた。 

 

２）建築確認等の申請 

     本工事は、国等の助成は受けていない市単独の事業なので、耐震判

定報告書により事業を実施している。 

     設計変更のエレベーター設置の確認申請は、建築確認等の指定確認

機関である“日本確認センター株式会社”により実施していたことを

確認済証で確認した。 
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   ３）コスト削減 

     在来工法を優先的に採用したとの説明を受けた。 

 

   ４）発注時期・工期の設定 

前述したように、本来、５月に契約及び着工の予定であったが、入

札不調・再入札で発注が遅れ、７月９日からの工期になった。また、

設計変更のエレベーター設置があり、当初工期より約１ヶ月延伸した。 

新保健センターが同時期に着工されるので、工事車両等の動線によ

り、本庁舎北面の作業は、１１月末までに完了する必要があるとの説

明を受けた。 

 

５）工事費・工期の変更 

     エレベーター設置により請負額は、当初契約額 179,809,200円から

221,748,840円（税込）に増額した。また、工期も当初の平成 27年 2

月 28日から平成 27年 3月 31日に変更した。 

 

   ６）省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、（温暖化抑制など） 

耐震補強工事で支障になる照明器具、配線をなるべく、そのままに

して建設廃棄物が少なくなるよう配慮したとの説明を受けた。 

尚、本項目に関し、千葉県では“平成 26年度環境配慮物品調達指針”

において、公共工事関連では、工法も含め 72 品目を対象としている。 

今後、設計の際、調達品とすべき物について留意する必要がある。 

 

   ７）設計図書の誤記 

構造設計図に、建物を建設する際に調査したデータ（土質柱状図）

が記載されていたが、同一個所のものであった。設計図書作成の際、

更なるチェックが必要である。 

 

（２）建築工事 

１）耐震診断実施機関と判定結果 

今回、判定を実施した機関は、「千葉県耐震判定協議会」であり、判

定報告の内容は以下のとおりである。 

① 耐震レベル 

対象建物の改修前の Is値の最低値が 0.59となっており、平成 18 

年 1月 25日付国土交通省告示第 184号による構造耐力上主要な部分

の地震に対する安全性においては「地震に対して倒壊し、または崩
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壊する危険性がある」に分類されている。 

 

 ② コンクリートの強度 

コンクリート強度については、各階からコアを抜き、圧縮強度を

調査し、設計基準強度(Fc＝20.6N/mm2)に対して、一部では、平均圧

縮強度の最低は 18.4N/mm2であった。 

本監査では、既設建物の圧縮強度については、調査対象外である

が、建設時のコンクリート強度が設計基準強度に達していないこと

は、品質管理上問題であった。 

耐震補強の計算では、コンクリート強度は、設計基準強度を下回

った３階は 18.2 N/mm2、２階は 19.4 N/mm2と推定強度を採用した。

１階については圧縮強度にばらつきがあるので最小値の 22.4 N/mm2

を採用した。 

 ③ コンクリートの中性化 

供試体の中性化試験では、中性化深さ平均は 18.1mmと鉄筋位置ま

では達していないが、局部的には、53.6mmと鉄筋位置まで進行して

いる箇所が見られた。 

中性化の状況、軽微なひび割れ等から経年指標（Ｔ）は、0.92に

している。 

 

   ２）構造計算プログラム 

使用プログラムは「ＳＡＦＥ－ＲＣ／2001 Ver.3.19 （株）ＮＴ

Ｔデータ」であり、このプログラムはＲＣ診断基準に対応したＲＣ造

建築物の耐震診断を行うプログラムであり、適正と判断する。 

 

   ３）設計で配慮した事項 

現本庁舎で行っている市民対応の業務に支障が無いよう、なるべ

く建物内部の補強が少なくなるような補強工法を選定した。補強後、

業務遂行上の使い勝手が悪くならないようにした。実施設計時に、

補強案Ａや補強案Ｂを作成、検討していた。 

   

   ４）耐震補強の考え方 

本建物は災害時に対策活動拠点として機能すべき施設であり、改

修前の耐震安全性等は以下のとおりであった。このため、建物の重

要度係数を 1.25とし、構造耐震指数（Is）を 0.75以上、また、累

積強度指数ＣＴＵ･ＳＤ値（保有水平耐力指標値）を 0.375になるよ
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うにした。 

下記の補強策により、改修後の各数値は以下のとおりになり安全

性が向上された。耐震補強方法については、「千葉県耐震判定協議会」

から承認を受けている。 

 

・中央棟の改修前と改修後の Is値は下記のとおりである。 

       （改修前）    （改修後） 

   Ｘ方向  0.59(最小)    0.85(最小) 

   Ｙ方向  0.61(最小)    0.80(最小) 

・中央棟の改修前と改修後のＣＴＵ･ＳＤ値は下記のとおりになった。 

       （改修前）    （改修後） 

   Ｘ方向  0.64(最小)    0.92(最小) 

   Ｙ方向  0.66(最小)    0.87(最小) 

 

※建物の重要度係数について 

今回の耐震補強では、重要度係数を 1.25としたが、何故、耐震安全性

の分類をⅠ類の 1.50にしなかった理由の説明が無かった。「千葉県耐震

判定協議会」の議事録にも同様な質問が出されていたが、富里市からの

指示との回答のみであった。 

本来、市本庁舎は、大規模災害が生じた場合、防災拠点となる建物で

あることから、構造体の補修をすることなく、十分な機能確保が望まれ

る。このような観点からの十分な比較検討が必要であったと考えられる。 

（提言事項参照） 

 

５）主な耐震補強内容 

① 鋼板内蔵ＲＣブレース補強（ピタコラム工法） 

建物中央棟の桁行方向（東西方向）については、調査資料の耐震

工法比較表により、枠付き鉄骨ブレース工法、外付きブレース工法

及びピタコラム工法をいろいろな検討要素から比較検討し、本工法

を選定したとの説明があった。 

② バットレス工法補強 

建物中央棟の張間方向（南北方向）の１階と２階部分については、

耐震工法比較表により、内付きブレース工法、ＲＣ壁増設工法及び

バットレス工法をいろいろな検討要素から比較検討し、本工法を選

定したとの説明があった。特に、前２者は、業務に支障を与えると

のデメリットがあり、なるべく建物外側から施工可能なバットレス
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工法が望まれた。 

しかし、耐震工法比較表をみると、バットレス工法は、杭基礎が

必要等により経済性が低く、耐震性も低いとされている。設計書を

みると、ＲＣ壁増設と比較すると、費用がかなり、高くなっている。 

工法選定について、“居ながら施工”の是非、一時移転、経済比較

などの観点から十分な比較検討がなされたと考えるが、今回はその

確認ができなかった。 

 （提言事項参照） 

③ ＲＣ壁増設補強 

建物中央棟の張間方向（南北方向）の１階と２階部分について、

業務にあまり支障を与えないとのことで、２箇所（合計４箇所）Ｒ

Ｃ壁を増設した。 

   ④ 枠付き鉄骨ブレース工法補強 

建物中央棟の玄関ホール（１階と２階に相当）には、Ｈ形鋼のブ

レースにより補強した。既存建物のこの部分はＳＲＣ構造であった

ため、アンカーを施工することが不可であり、既存の柱と梁とブレ

ース枠は高価であったが、接着工法を採用したとの説明を受けた。 

  ⑤ その他 

建物の重量軽減のため、中央棟の２階から３階部分にあるベラン

ダを撤去した。また、トイレ棟内部のブロック壁の上部を撤去し、

ブロック上端を鋼材で補強した。 

 

 （３）電気・機械設備 

   １）電気設備 

バットレス築造に支障となる動力幹線の切り回しや照明、コンセ

ントなどＲＣ壁増設に支障となる弱電設備の一時撤去及び復旧工事

が実施されていた。 

 

   ２）機械設備 

ＲＣ壁増設等の築造に支障となる配管類の一時撤去及び復旧工事

が実施されていた。尚、新設の配管については、耐震仕様のものを

使用しているとの説明を受けた。 
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 ３．積算 

 （１）適用した積算基準、単価・歩掛基準と運用 

積算は公共建築工事積算基準等に準拠するほか掲載されていないも

のについては下記の建設物価、積算資料、建築コスト情報などの刊行

物の最新版に準拠して積算している。 

   ① 積算基準   

・千葉県建築工事単価表（平成 26年４月）  千葉県県土整備部営繕課 

・公共建築工事積算基準（平成 23年版）(財)建築コスト管理ｼｽﾃﾑ研究所 

・建築数量積算基準の運用(平成 21年度）  国交省大臣官房官庁営繕部                 

② 歩掛・物価版 

・建設コスト情報（2014春）          (財)建設物価調査会 

・建築施工単価（2014.4春）            (財)経済調査会 

・建設物価（2014.4月）            (財)建設物価調査会 

 

 （２）数量算出及び積算のチェック 

    先ず、担当者によるチェックを行い、その後に上席の者がチェックし、   

課長による決裁にてチェックを行う体制で実施したとの説明があった。 

 

 ４．契約手続 

 （１）手続 

    計画の建設の経緯に述べたとおり、本年４月に入札を実施したが、不

調になった。６月には、事後審査型一般競争入札を行い、２社が応札し

㈱淺沼組が落札、契約した。 

 

 （２）当初契約の予定金額、契約金額、落札率 

  委託・工事の予定金額、契約金額、落札率は、下表のとおりであった。 

                                                        (円、税込) 

  契約件名                                      予定金額 A 契約金額 B 落札率(B／A） 

設 計 業 務  ※    12,810,000  11,445,000   89.34% 

建 築 工 事   195,350,400 179,809,200 92.04% 

工事監理業務     5,972,400    5,972,400  100.00% 

※ 設計業務には、耐震診断業務が含まれる。 

 

 （３）設計変更 

10月には、エレベーター設置の工程増の設計変更の契約を締結した。 

これにより、工事金額は、221,748,840円 (税込)となり、工期も平
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成 27年 3月 31日に変更した。 

 

 ５．工事監理 

（１）設計書と施工状況との対比及び工事監理  

下記のとおり、工事監理書類は整備されており、設計書と施工状況    

を対比しても適正な工事監理がなされていることが確認された。 

① 監理上の重点事項 

本工事の主体は、耐震補強なので構造体部分について設計図書どお

り施工されているかを重視しているとの説明があった。 

② 工事監理状況 

各工程について検査や材料承認等の工事監理が適正になされている

ことを確認した。 

③ 工事関係者間の調整及び意思疎通 

工程や関係者間の調整等の実施は、週 1回の会議で実施していると

の説明があった。 

 

（２）施工計画書の整備 

当初契約分の施工計画書、施工要領書、施工図は確認できた。 

しかし、設計変更のエレベーター設置についての施工計画書が作成

されておらず、早急に作成する必要がある。 （提言事項参照） 

 

 （３）各種検査、材料試験等の実施 

材料の試験及び検査の実施状況については、あと施工アンカー引抜

き試験、コンクリート圧縮試験、現場配筋検査、鉄骨製品検査時の状

況写真や検査結果等の書類について確認することができた。また、工

事用材料の品質・規格の確認・承認は発注者印及び工事監理者印が確

認できた。 

 

 ６．施工 

（１）現場書類の整備状況 

下記の書類を確認した結果、全体的には整備されていた。   

・工事記録写真、工事記録、定例会議議事録 

 工事記録写真については、一部アウトプットされていたが、施工済

みの多くの工程がパソコン内にあるのみであった。隠蔽工程も含ま

れているので早急に整理する必要がある。（提言事項参照） 

    ・主な申請書、届出書 
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・工事所安全衛生管理組織表、施工体系図 

    ・緊急時の管理組織及び連絡体制 

    ・統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者の現場巡視状況 

 

 

   （２）安全衛生管理  

安全衛生協議会などの業者間の会議は開催している、また、元方安

全衛生管理者の現場巡視は実施しているとのことであった。 

工事に際し、労働基準監督署等に提出する書類は、よく整備されて

いた。現場巡視の結果については、日報と同じ紙面でチェックのみで

なく指摘事項やその是正状況を詳しく記述されていた。 

また、朝礼のＫＹ（危険予知）活動や新規入場者教育等も実施され、

それらの記録もよく整備されていた。足場の設置状況も仮設図どおり

施工されていた。（推奨事項参照） 

 

（３）工期関連 

① 工期の設定・管理 

設定工期については前述のとおり設定し、施工計画書の工程表に

より管理されていた。   

② 進捗状況 

鉄骨ブレース補強工事については、2か月程度、他については 1週

間程度遅れているが、全体工期については挽回可能であるとの説明

を受けた。 

 

７．環境保全  

施工中の周辺環境への配慮、廃棄物処理や環境基準関係書類の整備状況

などを中心に調査確認し、良好であることを確認した。主な確認事項は以

下のとおりである。 

 

 （１）施工中における周辺環境への配慮 

特に、来庁する市民や関係者の動線を考慮した施工を行っていると

の説明があった。コンクリート破砕などの騒音、振動が生じる作業は、

休日に実施しているとの説明があった。 

また、工事中の苦情は無いとのことであった。（推奨事項参照） 
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（２）産業廃棄物の処分委託等 

既に解体工事が終了しているため、発生材等の保管・搬出・処理状

況については写真等で確認する方法で行った。特にコンクリート塊の

発生材が多いとの説明があった。処理状況については搬出業者との契

約状況等の書類関係については確認できた。 

また、現場発生土は、現在、場内にストックしていた。 

 

（３）産業廃棄物の管理 

廃棄物の保管箇所は、現場にて確認できた。分別状況も適正に分別

されていることを確認できた。また、関係者への教育・指導について

は、会議及び新規入場者教育の中で実施しているとの説明があった。 

マニフェストは、電子処理で実施していた。 
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Ⅳ．総合評価と提言・推奨事項 

１．調査の総合評価 

本調査は、富里市役所本庁舎耐震補強工事について、「仕様書」の技術調査の観

点に基づき、設計基準、資料等の整備状況及びその運用、設計書、設計見積、

工事施工計画及び工種ごとの工程、各種検査、材料試験等の実施状況等の技術

的事項を重点に実施した。 

技術調査の結果は、以下のとおり、全体的には書類及び現場の各調査項

目とも良好に実施されていると評価する。 

 

 （１）計画について 

   ① 事前の調査、研究 

耐震診断については、「千葉県耐震判定協議会」で実施していた。 

地質調査については、市本庁舎新設当時の地質調査書を採用してい

た。 

② 他の事業、工事との調整 

本庁舎の北側に建設する「新保健センター」の工事について調整し

ていた。 

   ③ 工事内容、規模、工法、施工時期 

何れも適正に実施していた。 

但し、耐震補強に際し、建物の重要度係数を 1.25 にするか 1.50 に

するかの検討が必要であったと考えられる。また、補強工法について

も他方面からの検討が必要であったと考えられる。 

 

 （２）設計積算について 

   ① 合理的、経済的、効率的な実施 

何れも適正に実施していた。 

   ② 安全性、使用性、将来の維持管理 

何れも適正に実施していた。 

但し、補強した本庁舎を今後、何年間供用するかの計画についての

見解は無かった。 

   ③ 仕様機器・材料や新工法・新技術の採用 

何れも適正に実施していた。 

本工事では、新工法・新技術の採用は、していなかった。 

   ④ 環境への配慮、資源の有効活用 

騒音、振動が発生する作業は、休日や時間外に施工しており、来庁

する市民や職員等に影響を与えないよう配慮していた。 
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資源の有効活用については、再生砕石を使用していた。 

 

 （３）施工について 

   ① 設計との乖離、現場への措置 

施工については、設計図書どおり実施していた。 

   ② 工程、品質、安全等の監督 

何れも適正に実施していた。 

   ③ 材料、出来高等の検査 

何れも適正に実施していた。 

 

 （４）維持管理 

   ① 施設の維持管理 

本工事では、新設エレベーターが対象であるが、調査時には設置さ

れていなかった。 

   ② 長期的な維持管理 

「耐震判定報告書」にあるとおり、建物の中性化深さの平均は、

18.1mmと鉄筋位置までは達していないが、局部的には、53.6mmと鉄筋

位置まで進行している箇所が見られた。 

今後、建物を長期的に供用するには、コンクリート壁が露出してい

る箇所の塗装等の処理及び定期的にひび割れ、中性化深さのチェック

等が必要である。 

 

 （５）工事事務について 

   ① 工事実施前の届出等 

何れも適正に実施していた。 

   ② 当初及び設計変更の手続き 

何れも適正に実施していた。 

 

 ２．提言事項 

（１）建物の重要度係数の検討 

“官庁施設の総合耐震・対津波計画基準”の耐震安全性の分類にお

いて、構造体は、施設の用途に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲ類に分類し、建物の

重要度係数を 1.50、1.25、1.00それぞれ規定しているが、本工事では、

Ⅱ類で 1.25にしていた。 

本調査に際し、どのような理由でⅡ類にしたかの説明は、無かった。 

「千葉県耐震判定協議会」の議事録にも同様な質問が出されていた
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が、富里市からの指示との回答のみであった。 

本来、市本庁舎は、大規模災害が生じた場合、防災拠点となる建物

である観点から、構造体の補修をすることなく、十分な機能確保が望

まれる。 

Ⅰ類とⅡ類の“目標と性能“の相違は、次のとおりである。 

Ⅰ類は、構造体の補修することなく使用でき、十分な機能確保が図

られる。Ⅱ類は、構造体の大きな補修することなく使用でき、機能確

保が図られる。 

建築非構造部材や建築設備にも関係するが、構造体に関してⅠ類は、

大地震後でも使用可能といえる。 

それでは、Ⅰ類にしたら補強工法はどうなるのか、費用はどうなる

のかの検討が十分に成されることが必要であったと考えられる。 

 

 （２）補強工法の選択の検討の記録 

本工事では、建物中央棟の張間方向（南北方向）の１階と２階部分

については、ＲＣ壁増設工法及びバットレス工法を選定した。バット

レス工法は、屋内運動場のように空間的に内部からの補強が難しい場

合に用いられることが多い。 

工法選定には、業務に支障を与えるとの理由で、なるべく建物外側

から施工可能なものが望まれたとのことであった。 

ＲＣ壁増設とバットレスの直接工事費を比較すると、１カ所あたり

バットレスは、約 1.7 倍になっている。一方、本庁舎の北側に建設す

る「新保健センター」のスペースに事務室移転の余裕があったのか。

ＲＣ壁増設のみで補強した場合、部署の配置等でどのような不具合が

生じるのか。また、施工が市民との事務処理にどのような影響を与え

るのか。 

以上の観点から十分な比較検討の記録が必要であったと考えられる。 

 

 （３）設計変更に伴う書類等の整備 

当初契約の施工計画書、施工要領書などの書類が整備されていたが、

設計変更のエレベーター設置についてのものが整備されていなかった。

しかし、調査時には、エレベーターの設置工事が始まる時期であった。 

施工する際には、施工計画書、施工要領書などが必要になってくる

ので、早急に整備することを提言する。 
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 （４）記録写真の早期整理 

本件については、施工者のパソコンに収納されていたが、アウトプ

ットし、整理されていなかった。（データのバックアップはされている

との説明があった。） 

記録写真は、工事監理や完成検査にも必要なものであり、施工後に

確認できない隠蔽工程を記録し、証明する重要な図書である。 

従って、各工程が終了次第、早期に整理する必要がある。 

 

 ３．推奨事項 

 （１）来庁者・職員への配慮 

調査時は、建物北側でバットレス工法の杭打ち機の撤去作業であり、

建物内部での作業は確認できなかった。ＲＣ壁増設の作業の囲障工は、

しっかりと業務区域と区画して、職員の業務に際し不安等を与えるこ

とは無かった。来庁者に対しては、来庁者の動線を考慮した囲障を行

うとともに交通整理員が工事区画に接近しないように誘導し、安全に

配慮していたとのことであった。 

また、騒音、振動が発生する作業は、休日や夜間に行い、来庁者に

不快感を与えることは無かったとのことであった。 

これらのことは、市役所の工事とはいえ、推奨に値する。 

 

 （２）良好な安全管理 

工事に際し、労働基準監督署等に提出する書類は、よく整備されて

いた。現場巡視の結果については、日報と同じ紙面でチェックのみで

なく指摘事項やその是正状況を詳しく記述されていた。 

また、朝礼のＫＹ活動や新規入場者教育等も実施され、それらの記

録もよく整備されていた。 

足場の設置状況も仮設図どおり施工され、工事施工の記録写真から

判断して、これらのことは、安全に十分な配慮をしていることは、推

奨に値する。 
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おわりに 

調査の際、富里市の小中学校等の教育施設の耐震化が完了しているとの説

明を受けた。本年６月２日の文部科学省の発表によると、平成 25年度末の千

葉県の小中学校の耐震化率は、87.8％（573 棟が未耐震化）であるのに対して

富里市の対応に感銘を受けた。 

富里市の公共施設の耐震化計画に基づいて今回の本庁舎の耐震補強を実施

しているものであり、完成後に大地震にも強い建物になる。 

しかし、耐震化は、構造体のみでなく、天井などの建築非構造部材や建築

設備も含むものであり、これらの耐震化が不十分であれば、施設の機能は確

保されない。今後は、これらの耐震化にも留意する必要がある。 

現在、工事の無事故を推進しているが、今後も施工業者は勿論のこと、監

理者や発注者の富里市も一致協力して安全施工を完遂し、平成 27年 3月には

無事に竣工することを切に期待するものである。         

以上 


